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開 会 

午前９時５９分 

 

○古田食品医薬品情報担当副参事 定刻になりましたので、ただいまより平成１８年度第

２回情報選定専門委員会を開催いたします。 

 福祉保健局の古田でございます。議事に入るまで司会を務めさせていただきます。 

 きょうは、また朝早くから委員の先生の皆様、お集まりいただきどうもありがとうござ

います。 

 本日の委員の皆様の出席状況でございますけれども、林喜代三委員が欠席でございます。

昨日ご連絡いただきまして、ちょっと体調を崩されたということでございます。ほかの委

員の方は出席いただいております。過半数の出席をいただいておりますので、会議は成立

しておりますことをご報告いたします。 

 では、以降の進行につきまして、伊藤座長の方にお願いしたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○伊藤座長 皆さん、おはようございます。 

 不二家さんの問題が起きたり、あるいはフジテレビの「あるある大事典」とか、どうも

食品がまたかという問題が起きていますが、過去においては建築物の問題や、あるいはき

ょう東電さんが改ざんしたという。我々の情報も、正しい情報を正しく消費者に提供する

というのがやはり大前提だろうと思っております。世の中はちょっと方向が間違えてきて

いる。これは、どうも政府から見てもいろいろと問題点が指摘されたり、話題が沸騰して

おりますが、我々は正しい情報を正しく消費者に提供したいと思っております。 

 それでは、早速入りますが、本日の委員会の議事については、前回と同様に原則公開と

して取り扱いたいと思います。 

 事務局の方から、きょう提出されている資料について、追加資料等々がありますので、

ご説明をお願いいたします。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 個別の資料の内容につきましては、議事の中でご説明

をさせていただきますけれども、本日配付させていただいている資料の中に、資料１から

８までと、それから、参考資料として、「机上配布」と書いたものがございます。 
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 この委員会は公開でございますので、さきの資料１から８までは、今後、きょうの委員

会の終了後、ホームページの方に公開する予定でございます。 

 参考資料の方は、きょうの議事の進行のためにつくりました資料で、原則としてこの場

で検討いただくための補助資料という扱いでございます。こちらの方はインターネットの

ホームページ等には公開はしない情報になっております。 

 以上でございます。 

○伊藤座長 きょう、進行の途中で、碧海委員から、シナモンですか、現物がございます

ので、後でご説明いただけますか。よろしくお願いします。 

 それでは、早速議事に移りたいと思いますが、まず、情報判定シート等、本日のテーマ

２題が用意されておりますので、このことについて、皆さんからいろいろとご意見あるい

はご発言をいただきたいと思っております。 

 その前に、シートの方で、５名の委員の方から、ここに、丸、三角、バッテンというも

のがございますが、これに対して発言、あるいは何か追加したいとか、あるいは皆さんの

方で情報をお持ちだとか、特にございませんか。あらかじめそれぞれの委員の方から判定

をしていただいております。 

 では、これに従いまして、既に事務局から送られて皆さんそれぞれ判定をされたんです

が、事務局の方からご説明いただけますか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 それでは、テーマについて説明させていただきます。 

○渡部食品医薬品情報係長 それでは、資料の１１ページ、資料１をご覧下さい。「シナ

モン中のクマリンについて」の４つの情報になります。１３ページからです。 

 最初の情報は、ドイツ連邦リスクアセスメント研究所が発信した情報です。シナモンの

過剰摂取により健康リスクが否定できないというもので、２００６年９月の末の情報です。

 概要は、ダイエタリーサプリメントとして使われているシナモンカプセルでは、シナモ

ンをかなり多く、ミリグラム単位で摂取するようです。しかし、シナモンに、クマリンが

含まれている場合があり、そういったものを踏まえると、シナモンカプセルが危険ではな

いかという内容の情報でございます。 

 続いて、１４ページです。同じくドイツのリスクアセスメント研究所が、シナモンに関

連して「Ｑ＆Ａ」を出しています。ここにも書いてありますが、シナモンと呼ばれるもの

には、大きく分けて２種類あります。そのうち、シナモン・カシアにクマリンが多く含ま

れていることを詳細に解説し、「Ｑ＆Ａ」で様々な問いに答えています。 
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 「Ｑ＆Ａ」の抜粋をつけてありますが、シナモンにクマリンが量含まれていることを知

らずに大量に摂取する場合があるため、警告を出しています。 

 さらに１５ページは、ＢｆＲ（ドイツ連邦リスクアセスメント研究所）が発信した情報

に関して、独立行政法人の国立健康・栄養研究所のホームページでシナモンの健康食品の

素材情報を提供しています。 

 また、１７ページ、１８ページに、現時点の素材情報、毒性情報が記載されています。 

 机上には参考資料を配付しておりますが、参考資料の１と２はいずれもにシナモンに関

する情報です。碧海委員からご提供いただいております。 

 続きまして、「キムチに対する安全管理の強化」の情報です。資料２３ページになりま

す。 

 これは、韓国の食品医薬品安全庁が発信をした情報です。３つの情報がありますが、資

料としては、２３ページのみになります。 

 最初に、２－３をご覧ください。２００５年に食品の基準及び規格の改定（案）が韓国

で出されました。内容は、キムチ類に重金属の基準を設けるといったものでした。 

 それから、２－２は、中国産輸入キムチから鉛が検出されたものです。今回のキムチの

情報を時系列にならべると、こちらの情報が最も古くなります。 

 このような基準案を受け、２－１は２００６年１２月の情報として、最終的に規格が決

まったというものです。したがって、韓国ではキムチ中の鉛及びカドミウムについて基準

が新設された状況です。 

 事務局では収集した情報は以上になります。 

○伊藤座長 どうもありがとうございます。 

 事務局からご説明がありましたが、あらかじめ皆さん目を通されておりますので、いろ

いろなご意見もあろうかと思います。 

 まず初めに、碧海先生から、シナモンそのものについてとか、あるいはここに見本がご

ざいますので、ここら辺のご説明をいただけますか。 

○碧海委員 私はシナモンについて、化学物質としてのシナモンの成分について詳しい人

間ではないのですが、シナモン・カシアというスパイスの分野でのものについては、非常

に間違いやすいといいますか、情報が混乱している場合がありまして、私たちは割合と簡

単にそれを説明するのに、シナモンは基本的には、昔のセイロンですが、スリランカでと

れるシナモンというのが、スパイスの分野ではシナモンと言われる。 
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 これは特にイギリスなんかの場合には、スリランカ産でないとシナモンと呼んではいけ

ないという取り決めがあるんです。ですから、シナモンとして売られているのは、基本的

にはスリランカ産の植物の木の皮の部分なんですが、カシアというのは、同じクスノキ科

の植物なんですけれども、スリランカ産のシナモンとは違いまして、もうちょっと香りも

強いですし、それから、製品の形になったときに、シナモンのようにきれいな薄い木の皮

を巻いたものではなくて、割合と厚めの木の皮で、外側に削られていない部分がくっつい

ているような形をしているんです。これをカシアとスパイスの分野では言っております。 

 これを持参したんですが、今、お回ししますけれども、瓶に入っている皮つき、これは

カシアです。それから、これはシナモンという製品として売られているスパイスで、これ

はシナモンなんですけれども、こちらで言いますと、この外側の箱はカシアです。この中

に入っております木を巻いたようなものがシナモンで、カシアの箱にシナモンを入れてし

まっているので香りも多少まざっちゃっていると思いますけれども、一応これをごらんに

なっていただきたいと思います。 

 それで、カシアというのは、実は日本にもあるんです。日本でも肉桂（にっけい）とい

う木がございます。うちの庭にも今２本ばかり肉桂を植えているんですけれども、結構大

木になっておりますし、日本でも暖かい方の熊本とか鹿児島とか、あちらの方に行きます

と、肉桂の林なんていうのもございます。 

 ただ、カシアと言われる木の種類は非常に多くて、国によってみんな少しずつ成分なん

かも違うということで、学名で厳密に分けていけば、ものすごくたくさんの種類があるわ

けです。ただ、スパイスという製品になるものは、主にマレーシアですとか中国ですとか、

そういうところから日本なんかにも輸入されてくる。 

 実は、シナモンとカシアというのは共通のにおいがあるんですけれども、カシアの方が

においが強力です。日本では昔からニッキと言われていて、駄菓子屋に行きますと噛んだ

りする木の枝みたいなものを売っていました。それから、京都の八ッ橋のにおい、あれに

使われているのはカシアです。あまり固有名詞を乱発してはいけないんですが、浅田飴の、

のどあめみたいなものですが、せきの薬ですとか、ああいうものに使われているのは皆カ

シアです。シナモンは、ちょっと値段も高いんです。ですから、そういう薬ですとか、大

量に使うようなものには、普通は使われないと考えた方がよろしいと思います。 

 それで、この資料を拝見しても、実はカシアの方が多かったというのが書いてあります。

ですから、この場合のカシアというのは、スパイスのシナモンではなくて、そちらの瓶に
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入っている皮のついた方、そちらのことだと思います。 

 スパイスを割に好きな人たちであっても、あまりその区別は知りません。スリランカ産

のものがシナモンだとか、見た目にきれいな木の皮を巻いたようなものがシナモンで、そ

うでないものがカシアということもあまり知られていませんので、そういう意味では非常

に混同しやすい。 

 もう一つ悪いことに、中国から入ってきた呼び名として、肉桂という言い方と、桂皮

(けいひ)という言い方があるんです。ある人たちは、シナモンのことを肉桂、カシアのこ

とを桂皮と言うんですが、それがまた混乱して使われていまして、必ずしも統一して使わ

れていない。シナモンの方が桂皮になってしまったりということもあり得るので、まずは

大きく分けて２種類です。シナモンの方は、スリランカ産中心ですから限られているので

すが、カシアの方は産地がたくさんありますので、シナモンとカシアという２種類をまず

分けて知っていただくといいと思います。 

 ついでに自分の意見を申し上げてしまいますと、ちょっと気になっているのは、ウコン

ブームなんかをはじめとして、スパイスが何か体にいいとか、健康にいいとかいうことが

最近言われるようになりまして、日本人はスパイスをもともと食生活にそれほど多用して

いないのに、このごろは妙にスパイスを過大評価しているというところがあるんです。 

 この間、ＮＨＫのある番組を見ていましたら、トレンド情報として、あるレストランで、

シェフがシェーカーにスパイスの粉をいろいろ入れまして、シェーカーを振って、お客さ

んの注文に応じて、トッピングみたいに、カレーとかそういう料理の上にそのスパイスを

かけて、そして出している。それが非常におもしろいとか、魅力があるという意味でアナ

ウンサーが紹介しているわけです。 

 もともとスパイスというのはそういう使い方をするものではないのに、ある種のスパイ

スが健康にいいとなるとそういう使い方にまでなってしまうというところがちょっと気に

なりました。今回のこの情報もスパイスをスパイスとして常識的に使っている範囲では何

ら問題はない。これは何千年もの歴史を持っている使い方ですから、問題ないと思うんで

すが、もし、今言ったようなブームになったり、いわゆるフードファディズムの一種とな

ると、これは確かに問題だろうという意味で私は評価したのです。 

 すみません。最初に長くなりました。 

○伊藤座長 どうもありがとうございます。 

 私もシナモンとカシア、あるいはニッキですか、小さいころは木をかじった覚えがある
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し、私の田舎の方にも山に木がありまして、それがニッキだと騒がれた時代があったので

すけれども、見本を見せていただきまして、その違いがよく理解できました。 

 それでは、委員の先生方からご意見をいただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○林（裕）委員 現状では、日本では、平均の摂取量は非常に低いから問題がないと思い

ますけれども、大量に摂取する人もいる可能性はある。特に、今このシナモンの中にさま

ざまな健康への影響が見出されるとしますと、これは本当に使う方がかなりふえてくるこ

とになるのです。そういう意味で、これは都民の方々によく内容を知っていただくという

ことが大事だと思います。 

 ここでドイツ連邦のリスクアセスメント研究所は、リスクマネジメントとリスクアセス

メントを切り離して考えるべきだというコーデックスの示唆を受けて２００２年にできた

研究機関と聞いています。日本の安全委員会はそれよりおくれていますけれども、そうい

う意味で、このリスクアセスメントに特化した研究所が、ついにシナモンまで対象にした

という事に大きな意味を感じています。 

 もう一つは、シナモンにはオイゲノールが含まれています。オイゲノールは一時がんの

プロモーターではないかということを言われていまして、また、がんの問題が蒸し返され

るのではないかと心配しています。 

 シンナムアルデヒドでも発ガンリスクを懸念する人がいます。この場合も摂取量が問題

になります。クマリン、オイゲノール、シンナムアルデヒドについてはすべてＦＡＯ／Ｗ

ＨＯの食品添加物の会議の中で評価されていると思いますので、そういうものも含めて、

わかりやすい都民向けの資料をおつくりになることは大事だと思います。 

○伊藤座長 ありがとうございます。いろいろな摂取量等々を含めて、わかりやすい情報

を……。 

 これは、ちょっとお聞きしたいんですが、行政あるいは研究所の方で、シナモンについ

ての含有量とかは、いろいろ調べられたデータは、今回出されていないのですが、実際に

はあるんでしょうか。 

○牛山疫学情報室副参事 報告はまだ出ていないと思います。 

○碧海委員 もし、そういうものが必要でしたら、私はスパイスを扱う会社におりました

ので、シナモンについての小冊子を出したことがあるんですが、そのときに研究所からシ

ナモンの成分の資料をもらいましたので、それはうちに帰ればわかると思います。 

 先ほどオイゲノールというお話がありましたが、オイゲノールはたしかクローブにもた
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くさん含まれているのではなかったかと思うんです。そういう資料はあったと思います。 

○伊藤座長 それは提供していただけますか。 

○碧海委員 調べてみます。 

○代田委員 この情報をいただいたときに、シナモンは非常に身近なスパイスで、毎日皆

さん使っておられますし、私もたくさん使っているんですけれども、そのときに、使って

いらっしゃる方がこの情報について、健康志向で使われる方や日常的に使われる方、両方

いらっしゃると思いますけれども、日常的に使われる方がこれを見て不安にならないだろ

うかと心配をしました。ただ、今碧海委員の話を伺いますと、シナモンというのは、市販

されているものはシナモン、ここでおっしゃっているところのセイロンシナモンというこ

とですので、ここで危惧されているような物質の含量は比較的使っていらっしゃる方がこ

の情報について、健康志向で使われる方や日常的に使われる方、両方いらっしゃると思い

ますけれども、日常的に使われる方がこれを見て不安にならないだろうかと心配をしまし

た。ただ、今碧海委員の話を伺いますと、シナモンというのは、市販されているものはシ

ナモン、ここでおっしゃっているところのセイロンシナモンということですので、比較的

ここで危惧されているような物質の含量は少ないということだと思います。 

 この情報については、中に含まれている成分が問題で、製品別に見ると、あるものは高

く、あるものは低いというようなとらえ方で見るのか。それとも、こういうスパイスは、

大量に摂取すれば、生理的な活性をあらわすことがあるので、そういう生理的な活性に着

目したものが健康に影響を及ぼすというふうに考えるのか、問題をどういう観点で都民に

提供していくのか整理をして出した方がいいのではないかと思いました。つまり、身近な

食品で消費者の方がすっと手を出しやすいものを この情報については、中に含まれてい

る成分についてのものが問題で、製品別に見ると、あるものは高く、あるものは低いとい

うようなとらえ方で見るのか。それとも、こういう香りのある成分というのは、大量にす

れば、生理的な活性をあらわすということがありますので、そういう生理的な活性に着目

したものが危険だというふうに考えるのか、問題をどういう観点で都民に提供していくの

か整理をして出した方がいいのではないかと思いました。 

 濃縮することによって大量に摂取できる。身近な食品で消費者の方がすっと手を出しや

すいものについて大量にとるということについて、注意しましょうという出し方にするの

か、あるいは成分について注意を促すのか、整理をして出した方がいいのではないかと思

いました。 
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 以上です。 

○碧海委員 ちょっと補足させていただいてもいいですか。 

 実は、スパイスは、スパイスとして使う範囲では大量に使ったらまずくて食べられない

んです。ですから、料理として、いわゆる食べるもの、飲むものとして使う分には、そん

なにたくさん使うわけはないんです。つまり、まずくなってしまうから。けれども、薬効

があるとして買う人は、これはそういうサプリメント的な売り方をされると、それをまず

くても飲む。現実にスパイスというのは全部漢方薬の分野でも使われていますので、胃の

薬にクローブが入っているとか、そういうのは幾らもあって、薬の世界ではまずくても飲

んでいるわけです。 

 ですから、そこの違いというか、それを消費者によくわかってもらう必要もあるのでは

ないか。確かに化学薬品がなかった時代には、ヨーロッパなんかではスパイスは現に薬だ

ったわけですから、だから、大量にとれば、確かに効果はある。逆にナツメグのようなも

のですと、大量にとると幻覚症状が出ると言われています。ですから、そういう使い方の

問題、スパイスとして使うのと、そういう薬として使うのはものすごく違うんだというと

ころが重要かなと思います。 

○伊藤座長 ありがとうございます。先生方からいろいろご意見をいただきましたけれど

も、私もこのシナモンは使い方の問題がいろいろあって、従来なら何でもいいやという考

え方だったんですが、大量に使うとだめだという、そういうことの情報がなかなかうまく

伝わっていないので、これは一つの例としてこういうものを出していけば、ほかにもある

のではないかと消費者がもうちょっと意識を高めていくのではないかということを考えて

いたんです。 

 ただ、あまり売られている製品の情報とか、あるいはカプセルのようなものがあるのか

ないのか、そこら辺の調査というのはまだやられていないのでしょうか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 私ども、今回のこの情報、まずドイツの方で、ダイエ

タリーサプリメントとして売られていた製品が問題ということで提起がされておりました

ので、国内での販売状況、インターネットとかあるいは本とかを調べてみました。日本国

内で製品をつくっているというのはあまりないようでした。シナモンのサプリメントはた

くさんあるんですけれども、そのほとんどが輸入品ということで、そういった形でした。 

 これから類推いたしますと、まだ現在日本では、例えばコエンザイムＱ１０のようなそ

ういったブーム等にはなっていないようだと思います。ただ、これからいろいろな形で毎
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年サプリメント業界、いろいろなものに注目して、みずからブームをつくり出していくよ

うなケースもございますので、そういった意味では注目をしていかなければならないと思

っております。 

○伊藤座長 メタボリックシンドロームに対して、来年度から大きく変わりますよね。や

せるという問題がいろいろなところで取り上げ、何でもそういうものがいいんだという話

が、特にこういうメーカーさんが大きく宣伝するのだろうけれども、そういう意味では本

当に正しい情報をきちんと出してこないことが起きるのではないかということを非常に危

惧しているんです。 

○林（裕）委員 スパイスとして少量使うのはいいが、健康食品としてたくさん使うのは

危ないかもしれないと、書くことは簡単ですけれども、都民が知りたいのは、向こうはス

パイスとしてどのくらい実際に使っているのか、それから、健康食品としては、どの程度

の量が使われているか、漢方で使うという場合にはどのくらいの量かということです。 

 もう一つは、参考資料として、それぞれの成分について作用を記載する場合、量との関

係で書いているとわかりやすいと思うんです。だれでもさっと読んでわかるような内容と、

もう少し詳しくある程度の専門的知識があった方を対象とした内容に分けて書かれたら、

これは案外有用な資料になると思います。 

 これまで、東京都が刊行した資料を見ていますと、ほかのところに比べてわかりやすい

と思いますが、シナモンについても力を入れて書いてください。 

○碧海委員 あと、シナモンは混合香辛料にも入っていますので、中国産の「五香粉」と

書くウーシャンフェンというのがありますが、これにしてもカレー粉にしてもまざってい

ますので、そういう意味では単独だけではなくて、混合香辛料としても使われています。 

○伊藤座長 いろいろご意見ありがとうございます。この問題は、正しい情報をきちんと

流そうということで本委員会で取り上げてよろしいですね。それまでに、きょうは、林

（裕）委員の方から非常にいい意見が出されましたので、そこら辺のところを踏まえて、

本委員会にもうちょっと資料を整理して、それから、市場の問題、これは食べてはいけな

い食品ではありませんので、そこら辺をきちんと区別しながら、もうちょっとわかりやす

い資料としてまとめていただければと思います。 

 それから、もう１つの情報としまして、キムチが挙がっていますが、韓国からの情報で

ございます。この点についてご意見をいただけますか。専門の代田委員、いかがですか。 

○代田委員 日常的な食品の中に重金属が入っているというのはやはり消費者が心配され
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る点だと思います。ただ、いただいた情報を拝見しますと、情報がとても限られていまし

て、これが日本の国内に例えば輸入されているキムチではどうなのか、流通しているキム

チではどうなのかということも入っていないと、これだけでは情報がまだ足りないのでは

ないかなというのが私の感想です。 

 先ほどこれ以上の情報はないということでしたが、国内ですとか、あるいは都内でお調

べになっていらっしゃる結果では、混入物というか、重金属の検出というのはあるんでし

ょうか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 私どもはこの情報を収集した折に、ご指摘のとおり、

国内での状況等、あるいはこの規制ができた背景というのも少し調べたくていろいろ聞い

ているところでございます。１つは、昨年の委員でいらっしゃいました前田先生が漬け物

にお詳しいので問い合わせをさせていただいているのですけれども、まだはっきりしたお

答えをいただいておりません。また、業界等にもあわせて情報の提供をお願いしていると

ころですけれども、きょうまでの間にはご披露できるような情報はまだ集まっておりませ

ん。 

 あと私どもの方の検査なんですけれども、私が記憶している範囲では、国内でキムチの

重金属を検査したというのはあまりないのではないかと思いますけれども、もし、補足が

あればお願いしたいんです。 

○牛山疫学情報室副参事 キムチの重金属については、やったことがありません。この原

材料の白菜については、かなりのデータはあるかと思いますけれども、鉛がこのぐらいと

いうか、０．３とか０．２出るような白菜というのは検出したことはありません。その当

時、かなり前の実験ですので、検出限度は低くはないんですけれども、０．１ｐｐｍ未満

だったというふうに記憶しております。 

○林（裕）委員 大事なことは、日本で流通しているものについての現状ですが、今の話

だとどうもありそうもないような感じは受けるんですけれども、わかりません。そこで、

日本での輸入品についてはどうかというのと、日本で生産されたものについてはどうかと

いう２つの面からの情報があると、多分都民の方は安心されるのではないかと思います。 

 もし、それでプラスになった場合、次に考えるべきことはどのような種類のキムチに問

題があるかの調査です。自然発酵の製品なのか、あるいは人工的につくったものであるか

ということに調べを進めたらいいと思います。 

○碧海委員 私も林先生とそういう意味では同意見なんですが、ただ、キムチというのは、
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私自身でもつくるぐらい、そういう意味では手づくりもできるものですよね。ですから、

輸入の製品に関しては、これは検査するのも簡単ではないかもしれませんが検査しやすい

と思うんですけれども、そうではなくて売られているものの中には相当の千差万別で、上

野の朝鮮食品を売られているお店なんかに行きますと、本当の手づくりのキムチもたくさ

ん売られています。ですから、そういう意味で、キムチと言ってしまうと非常に広いので、

そういう意味できっちり整理する必要はあるかなと私も思います。 

 それで、今回のこの資料について、私は個人的に疑問を持ったのは、鉛というのはもと

もとどういうものから出てくるというか、含まれる可能性があるのか。以前に中国はたし

か食器。もし、それでプラスになった場合には、日本で流通しているものでもあるのだと

いうことになった場合には、次に考えなきゃいけないことが１つあるんです。今キムチと

呼んでいますけれども、キムチというのは、本来は自然発酵でつくられたものなんです。

もう１つは、日本の中では、中国でもありますけれども、自然発酵ではなくて、キムチの

もとみたいなものでやったものもあるんですけれども、もし、本当に日本で流通している

ものの中で鉛などというものがあった場合には、今度それが自然発酵の製品なのか、ある

いは人工的につくったものであるかということに調べを進めたらいいと思いますけれども、

何はともあれ、現状で流通しているものについてどうかということを調べればよろしいの

ではないか。私は、多分あまり大きな問題にならないかなと思いますけれども、わかりま

せん。 

○碧海委員 私も林先生と同意見なんですが、ただ、キムチというのは、私自身でもつく

るぐらい、そういう意味では手づくりもできるものですよね。ですから、輸入の製品に関

しては、簡単ではないかもしれませんが検査しやすいと思うんですけれども、そうではな

くて売られているものは千差万別で、朝鮮の食品を売っているお店なんかに行きますと、

本当の手づくりのキムチもたくさん売られています。キムチと言ってしまうと非常に広い

ので、そういう意味できっちり整理する必要はあるかなと私も思います。 

 それで、今回のこの資料について、私は個人的に疑問を持ったのは、鉛というのはもと

もとどういうものから出てくるというか、含まれる可能性があるのか。以前に中国の食器

の色つけというか、ああいうもので鉛というのを聞いたことがあったような気もしたんで

すけれども、どういうところから鉛というのはあるのかというのを伺いたかったんです。 

○伊藤座長 鉛がどこから混入するのか。情報がありましたら……。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 私どももこの鉛の由来について中で議論をいろいろし
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ていたところなんですけれども、おっしゃるように、鉛はいろいろな顔料に使われて、陶

器なんかの色つけのときに鉛を含んだ顔料を使って、焼成温度が十分でないと鉛が溶出す

るような食器等もございます。 

 ただ、もし、顔料が入っているとすると、こんな量ではないのではないかなというよう

な気もいたします。 

○碧海委員 もっと多いということですか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 そうです。それから、カドミウムの方は、お米なんか

でも、日本で基準値がございますとおり、天然物中に多く含まれる場合もあるということ

なんですけれども、鉛というのは、自然の植物であまりこれまでそういった形で問題とな

ったことがないと思います。ですので、十分にその由来が今のところわかっていないんで

すけれども、またこれについても補足があればお願いしたいんですが。 

○林（裕）委員 国際食品規格委員会のアジア太平洋会議が日本で１９９６年か９７年に

開かれ、そのときに、初めてキムチが取り上げられました。それまで、キムチは韓国プロ

パーのものだったのが、広く使われるようになったので、国際的な規格をつくらなくては

いけないことになったのです。結局は、キムチは自然発酵のものでなければいけないとい

うことになったと記憶しておりますが、その後数年間以内に日本と韓国が共同でキムチの

規格をつくるということに決まったわけです。多分この規格ができていると思いますので、

それを参考になさったらば、あるいはいいのかなと思います。 

○伊藤座長 キムチの特に製造……。 

○林（裕）委員 製品についての規格です。 

○伊藤座長 先ほどお話がありましたように、日本でつくられているキムチ、一夜漬けと

いうのがあって、これがＯ１５７の事件で、東京都と埼玉県、両方で起きました。通常の

発酵していれば菌がなかなか増殖しないんですが、一夜漬けなので、その中でＯ１５７が

増殖をするという、そんな事件もございましたので、日本で売られているのは一夜漬け的

なものがかなり多いのではないか。特に日本人は辛いのがあまり得意ではないので、色づ

けをするような形、それから、辛みをちょっとつけるという、そういう製品があるだろう

という気がします。 

○林（裕）委員 私自身は目を通していないのですが、コーデックスの規格は参考になる

と思います。 

○伊藤座長 では、ぜひその資料を事務局の方で……。このキムチの問題は、そこにも寄



 

 14

生虫と書いてございますが、寄生虫の問題が発生しまして、日本でもかなりの件数を調べ

ました。ところが、寄生虫は出てこないんです。１件ぐらいあるかないか。でも、その後、

それが陽性という報告がありませんので、多分違ったんだろうと思いますが、大々的な

１，０００件以上の検査がやられたと思います。 

 どうも韓国と中国の食品のいろいろな問題があるのかなと勘繰ってしまうところもある

のですけれども、そういう意味では、これはまだまだ情報量が少ないし、国内での問題も

あります。将来、いろいろな問題が出るでしょうから、これを機会に事務局としてキムチ

の問題、特に製造の問題、あるいは規格の問題、日本は何でもキムチという形で片づけて

しまうのですが、その辺はきちんとする必要があるんでしょうから、いいチャンスですの

で、ぜひその辺は調べていただければと思っております。 

 先生方のご意見ですと、まだまだ状況がよくわからないということで、本委員会では取

り上げないということでよろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。今回、情報として２つございましたけれども、この問

題について事務局の方で今後の取り扱いについてご説明ください。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 ご検討どうもありがとうございました。今回ご検討い

ただきましたまずシナモンの件でございますけれども、こちらは結論から申しますと、本

委員会でさらに詳しくご議論をいただこうということでございます。その際に、私ども事

務局としては、資料をもう少し整理した形でわかりやすい形でご提供させていただく必要

があるということです。 

 特にこの問題は、サプリメントとしての問題が大きいのではないかというようなご指摘

がございます。ただ、こういった情報が出ますと、一般にスパイスとして、調味料として

日常お使いの方に対して不安を与えてしまうようなケースがありますので、この原因とか、

あるいはスパイスとして使うときの安全性等についてもわかりやすい資料を追加する必要

があるのではないかというようなご指摘をいただきました。 

 それから、もう１点のキムチの方なんですけれども、結論から申しますと、こちらは親

委員会では検討には値しない。現在、まだ情報が不足しているということで、特に国内で

流通している輸入品、あるいは国産品のキムチについての重金属の情報が検討するには不

可欠であろうということで、こういったものの収集を今後やっていくということでご指摘

をいただきました。 

 以上でございます。 
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○伊藤座長 いろいろなご意見が出ましたので、その辺をまとめまして、情報評価委員会、

本委員会の方に上げていただきたいと思っております。 

 それでは、次に移らせていただきます。事務局の方から、追加情報として、トランス脂

肪酸と、肉のリステリア、それと野菜の硝酸塩という３点が挙げられてございますので、

これも既に資料が配られておりましたが、事務局の方から簡単にご説明いただけますか。 

○渡部食品医薬品情報係長 それでは、資料の２５ページをお開きください。まずトラン

ス脂肪酸の情報です。 

 これまでトランス脂肪酸については、食品安全情報評価委員会で１度取り上げています。

今回は追加の情報がありましたので、新たに情報提供します。 

 まず、資料２７ページは、ニューヨーク市が独自の規制として、人工トランス脂肪酸の

段階的廃止を決めた情報です。この情報は、新聞にも取り上げられた情報でした。その後、

都民や事業者の方から、保健所などの窓口に問い合わせが数件入った状況です。 

 資料２８ページの３－２の情報は、ニューヨーク市は人工トランス脂肪酸の使用につい

ての廃止という方針について、トランス脂肪酸自体にリスクがあるのか、それとも違う要

因にリスクが高いのかというような議論が行われているというものです。 

 それから、２８ページの３－３ですが、これは韓国の食品医薬品安全庁がトランス脂肪

酸について、子供の食べ物に関する安全対策として情報を出しているものです。これは、

２００６年１２月のニューヨーク市の情報を受け、同じ時期に出ています。韓国の情報で

は、２０１０年までにトランス脂肪酸の含有量を２００５年の５分の１に低減する目標を

設定しています。 

 それから、２９ページですけれども、これはＥｕｒｅｋＡｌｅｒｔというＥＵの中で食

品に関するリスク情報を発信されているものですが、トランス脂肪酸の禁止という情報が

ございました。これもニューヨーク市のものを受けたものと考えられます。 

 資料の３０ページですが、これは、過去の評価委員会で取り上げた、トランス脂肪酸に

関するしした情報です。少し古い情報が入っていますが、平成１５年に取り扱ったもの、

１６年に取り扱ったものが３１ページ。 

 それから３２ページは、国の食品安全委員会が出した、トランス脂肪酸のファクトシー

トです。これは、以前の評価委員会の中でも使用しています。今回の資料にはありません

が、国の安全委員会は、このトランス脂肪酸のファクトシートを公表してから、実際の含

有量調査などを検討しているとの情報がありました。 
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 続きまして資料４、３７ページです。食肉・食鳥肉からのリステリア・モノサイトゲネ

スの食中毒のリスクについて、４つの情報があります。 

 これにつきましても、既に評価委員会で１度ご検討いただいた情報です。 

まず、昨年の９月にニュージーランドの食品安全省がＱ＆Ａを出しています。 

 ３９ページ以降がＱ＆Ａの本文ですが、机上の参考資料４は、英語の仮訳になります。

評価委員会では、これまでもわかりやすい情報提供が必要というご意見があり、参考とし

てニュージーランドでの情報を取り上げました。 

 ４３ページと４４ページは以前に食品安全リポートとして出した資料です。また、４５

ページは、昨年度の情報選定専門委員会とりあげた資料です。 

 続きまして、４７ページの資料５をご覧ください。青果物中の硝酸塩の実態の情報です。

これも１５年の７月の食品安全リポートで１度検討していただいてますが、一昨年の１１

月に新しい情報がありました。 

 東京都の市場衛生検査所では、青果物中の亜硝酸根・硝酸根の実態調査について過去か

ら取り組んでいますが、今年度数年分の情報をまとめたものになります。 

 また、農林水産省のホームページで、硝酸根に関する情報が提供されており、情報とし

て追加しました。４９ページからの資料が農林水産省のホームページになります。ここで

は様々なデータの引用に基づいて記事が作成されています。この中で、５４ページには、

日本の野菜の硝酸塩含有として厚生労働省の方のデータ、東京都のデータが引用され、農

林水産省が情報提供している状況です。 

 今回新たな情報として提供しているのは、資料の後半、６０ページになります。市場衛

生検査所で実施をした青果物中の硝酸根の実態調査のまとめになります。調査自体は６０

ページの「２ 調査方法」のところに書いてありますが、昭和５１年から調査しているデ

ータのまとめと、平成１７年度から実施した、露地栽培、ハウス栽培等の実態調査の結果

がまとまったというものです。 

 資料の詳細な説明は省きますが、６４ページにまとめがあります。ＥＵでは野菜の種類

などにより規制値が設けられていますが、国内では、現時点で規制は行われていません。

実態調査の結果は６５ページ以降にありますが、野菜から検出されています。しかしなが

ら、これまで検出されていなかったのではなく、以前出した食品安全リポート６６ページ

に書いてある内容と基本的には変わらない状況です。 トランス脂肪酸については、食品

安全情報評価委員会の方で１度取り上げておりますが、今回追加の情報がございましたの
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で、そこの部分の情報提供でございます。 

 まず、２７ページになりますけれども、ニューヨーク市で独自の規制になりますが、人

工トランス脂肪酸の段階的廃止を票決した情報でございます。これは、かなり新聞とかそ

ういったものに取り上げた情報かと思います。私どもの係、それから保健所の窓口にも、

この情報についてお問い合わせが若干入っているようなこともございました。 

 資料２８ページですが、これに関連しまして、ニューヨーク市は人工トランス脂肪酸の

使用についての廃止という方針を打ち出しておりますけれども、トランス脂肪酸を使って

いるところはほかにもあるような状況でございますので、トランス脂肪酸自体はリスクが

あるのか、それとも違う要因の方がリスクが高いのかというような議論が行われていたと

いう内容の情報が２８ページの上の方に書いてある３－２ということです。 

 それから、２８ページの３－３ですが、これは韓国の食品医薬品安全庁ですけれども、

トランス脂肪酸について、子供の食べ物に関する安全対策という情報を２００６年の１２

月、ニューヨーク市の情報を受けまして、同じ時期に出ております。韓国の方は、

２０１０年までにトランス脂肪酸の含有量を２００５年の５分の１に低減する目標を設定

しているというようなことが情報としてございました。 

 それから、２９ページですけれども、これはＥｕｒｅｋＡｌｅｒｔというＥＵの中で食

品に関するリスク情報を発信している機関ですけれども、トランス脂肪酸の禁止という情

報がございました。これもニューヨーク市のものを受けたものでございます。 

 資料の３０ページですが、これは、過去評価委員会の方でお出しした情報です。ちょっ

と古い情報が入っておりますが、１５年に取り扱ったもの、それから、１６年に取り扱っ

たものが３１ページ。 

 それから３２ページになりますが、国の食品安全委員会がトランス脂肪酸のファクトシ

ートを出しています。これは、以前の評価委員会の中でも使用したものですけれども、現

状はこういう形です。今回資料にはおつけしていないんですが、国の安全委員会の方では、

このトランス脂肪酸のファクトシート以降、実際の含有量についての調査を実際には企画

をしております。調査をこれからやるという情報がございましたので、参考までにつけ加

えさせていただきます。 

 続きまして資料４、３７ページをご説明いたします。食肉・食鳥肉からのリステリア・

モノサイトゲネスの食中毒のリスクについてということで、４つの情報をお出ししており

ます。 
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 これにつきましても、既に評価委員会で１度ご検討いただいた情報でございますが、今

回、昨年の９月にニュージーランドの食品安全省がＱ＆Ａを出しておりましたので、それ

を追加という形でご報告をしました。 

 実際に３９ページ以降、Ｑ＆Ａの本文をおつけしておりますけれども、参考資料の方、

参考の４の資料ですけれども、これを英語の仮訳をしたものを机上の方に置かせていただ

いております。この評価委員会では、わかりやすい情報提供が必要というご意見がござい

ましたので、新しくＱ＆Ａがニュージーランドの方で出されたということを受けまして、

追加の情報ということで添付させていただきました。 

 ４３ページが以前に出した食品安全情報リポートで、４４ページも載せております。 

 ４５ページは、昨年度の情報選定専門委員会でリステリア関連の情報がございましたの

で、それを資料としておつけしております。 

 続きまして、資料５、４７ページになります。青果物中の硝酸塩の実態の情報でござい

ます。これも１５年の７月の食品安全リポートで既に１度ご検討いただいて情報提供して

いるものですが、一昨年の１１月、新しい情報がございましたので、おつけしております。 

 市場衛生検査所の青果物中の亜硝酸根・硝酸根実態調査というのがあって、過去から取

り組んでいるところでございますけれども、今年度、まとまったという情報がございまし

たので、それを追加で基本的に提供していく。 

 農林水産省のホームページでも、硝酸根に関する情報を詳細に提供しておりましたので、

それもあわせてご提供した形です。４９ページからの資料が農林水産省のホームページの

ものをつけておりますが、ここでさまざまな引用がされているんですが、５４ページです。

日本の野菜の硝酸塩含有のことで厚生労働省の方のデータが引用されておりますし、この

データの中で、東京都のデータも引用しながら農林水産省が情報提供している状況です。 

 きっかけとなりました私どもの市場衛生検査所のデータは資料の後半の方についており

まして、６０ページになります。市場衛生検査所で実施をした青果物中の硝酸根の実態調

査をまとめをつけてございます。調査自体は６０ページの２の調査方法のところに書いて

ありますが、昭和５１年から調査しているデータのまとめと、今回は露地栽培、ハウス栽

培等の実態調査ということで１７年から実施しているもの、その２つについて実態調査の

結果がまとまったので、そういう報告になります。 

 資料の説明はカットいたしますが、６４ページに基本的にはまとめの表が出ておりまし

て、ＥＵでは規制値というのが設けられているようでございますけれども、国内では、現
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段階では規制値は特にあるものではございません。実態調査の結果が６５ページ以降につ

いておりまして、一定の割合で検出がある。この部分につきましては、以前出した食品安

全リポート６６ページに書いてある内容と基本的には変わらない 

 追加情報の３点につきましては以上でございます。 

○伊藤座長 どうもありがとうございます。では、追加情報ですが、皆様からご意見等が

ありましたらよろしくお願いしたいと思います。 

 ３つありますので、初めのトランス脂肪酸の問題に対してご意見がありましたらお願い

します。 

 これに関する情報は非常に多くあるんですけれども、この間、ある乳児食の協会の方と

いろいろな話をしたら、韓国は非常に厳しくなってきて、日本から輸出するときに、ない

という証明を持ってこいと言われましたと。日本はまだまだそこまで国の方の方針が出て

いないんですけれども、厳しいんですという話を伺ったんですが、こちらでも、韓国の情

報、今後２０１０年までにかなりの量を減らす。ほとんどないようなものだろうと思いま

す。 

○林（裕）委員 トランス脂肪酸というと、いわゆる食用油だけを問題にしている傾向が

ありますが、乳幼児の問題から考えますと、乳製品中にどのくらいあるかということが、

問題になります。このデータはきちっとまとめてあるんですか。 

○伊藤座長 いかがでしょうか。代田委員、そういうデータをお持ちですか。 

○代田委員 いや、私は……。 

○伊藤座長 事務局の方として、子供を対象にした食品等の含有量は……。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 トランス脂肪酸は天然にもあるということで、特に乳

製品の中に検出されるものがあるという話はあるんですけれども、具体的に私どものとこ

ろで乳製品あるいは乳幼児の食品の検査をしたというデータは持っておりません。 

 それで、さきに渡部の方から説明させていただきましたけれども、現在国の方で、食品

に含まれるトランス脂肪酸の評価基礎研究というようなことで、実態調査も含めまして、

これは調査に取り組んでいるところです。そういった中で、食品の摂取量等の既存データ

の収集というところが含まれておりますので、１９年の３月３０日が報告期限になってお

りますので、割と近い期間にそういったデータが提供されるのではないかと思っておりま

す。 

○林（裕）委員 それが出れば、役立つ情報が得られるだろうということですね。トラン
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ス脂肪酸の日本での摂取量は少ないようですが、日本は特にジアシルグリセロールの含有

率の高い食用油を使うような傾向があり、そういうような油は割合トランス脂肪酸が多い

です。そういうものを使った場合にはどのくらいの量になるかということをもう一度計算

してみることも大事だと思うんです。もし、データがありましたら、少し調べていただけ

ればと思います。 

○伊藤座長 私もちょっといろいろ調べてみまして、マーガリンの中の脂肪酸を調べたデ

ータ、これは２００６年ですから、非常に新しいデータ、これは日本語で書いてございま

すので、ただ、これはメーカーさんなんです。そこら辺はちょっとデータをよく見ないと

あれですけれども、この結論からいくと、日本は非常に低い。やはり製造が少し違うのか

もしれません。ちょっと資料を私は持ってきましたので、後で事務局の方にお出しいたし

ます。 

○代田委員 ただいまの摂取量なんですけれども、私もちょっと調べまして、食品安全委

員会の方で、リスクプロファイルシートというのが出ています。そこに実際の摂取量はま

だ表示されていないんですが、不足しているデータとして、国内の摂取量評価、平成１７

年度から先端技術を活用した農林水産研究高度化事業において評価を検討中ということが

ございましたので、平成１７年ですからそろそろ結果が出ているのではないかと思います。

いまして、そこで実際の摂取量はまだ表示されていないんですが、不足しているデータと

して、国内の摂取量評価、平成１７年度から先端技術を活用した農林水産研究高度化事業

において評価を検討中ということがございましたので、平成１７年ですからそろそろ結果

が出ているのではないかと思いますので、もし、ありましたら、出していただけるといい

のではないかと思います。 

○碧海委員 私は、今回の追加資料の３－２の特に後半の方、例えば「トランス脂肪に関

する科学的見解と一般認識の間に違いがみられる理由として」という後の記事ですとか、

それから、３－４の後段のところとか、こういうトランス脂肪酸だけに関することではな

くて、つまり、日本でも十分起こるというか、考えられる共通の問題、そういうものが取

り上げられているのがおもしろいなと思いました。 

 東京都が出される安全情報に関して言えば、結構こういうことに配慮した出し方がされ

ているとは思うんですけれども、今後も一層こういう指摘を参考にして出されるといいん

じゃないかなと、これを読みながら感じたのです。 

○伊藤座長 これは、国の方もかなり注目しておりますので、東京都もアンテナを高くし
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まして、いろいろと情報を入れていただければと思っております。 

 あと、先生方でご意見よろしいでしょうか。 

 それでは、３つありますので、その次のリステリア・モノサイトゲネス。このニュージ

ーランドの英文の書いたものの和訳がつけられましたけれども、この書き方が、先ほどの

碧海先生ではないですが、非常にわかりやすい。今までこういう形のリステリアについて

書いたもの、日本でもいろいろ出している中でも非常に的確な表現をされている。私も感

心して読んだんですけれども、今後情報を出すときにはかなり参考になるのではないかと

いう気がいたします。 

 ただ、日本では、今まで１例しか出ていないんですね。それも下痢型のリステリア症で、

重篤な方向になっていないんですが、ただ日本でも散発患者はいるので、もっと注目しな

いといけないと思っているんですけれども、日本ではややトーンが下がっているかなとい

う気がいたします。 

○碧海委員 フランスなんかでは、このリステリア菌に対して、食品照射、放射線放射を

チーズなんかに対してやっていると聞いているんですけれども、日本の場合には、もちろ

ん放射線照射というのはまだ問題外ですけれども、そういうことをやっている国もあるわ

けです。 

○伊藤座長 林委員、いかがでしょうか。 

○林（裕）委員 特にないんですけれども、実は、この委員会の委員の河村先生は放射線

照射の専門なんです。放射線をかけたものとかけていないものを科学的に区別するという

河村の方法なので、お聞きになったらどうかと思います。 

○伊藤座長 この放射線照射食品については国の関心も非常に高いし、微生物学に言うと

非常にいいテクニックなんです。生で流通するような食品にこれをかける。特に肉類はほ

とんど萎縮しますので非常にいいんですが、やはり放射能という問題があるものですから、

情報としてはずっと集められた方がよろしいかと思っております。 

 なぜ日本は関心が低いのか私もよくわからないんですけれども、例えば私も来るときに

読んできたんですが、これは食品微生物の雑誌なんですけれども、一番新しい雑誌なんで

す。ここに大体１４題ぐらいあるんですけれども、４つがリステリアです。これは毎回こ

ういうふうな食品微生物の専門誌にはリステリアの論文がものすごく掲載されるんです。

全部ヨーロッパとアメリカの方なんです。日本においては関心が低いので、なぜかと思っ

て、そこが非常にあるんです。ただ、この中で、１つレビューが出ています。リステリア
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に関しての詳説がここにも出ていますので、これは横文字なんですけれども、後でコピー

をとられたらと思っております。 

 安全委員会の中で病原菌のリスク評価をやるということで、今年度から動いているんで

すが、その対象の病原体にリステリアは今のところ入っておりません。Ｏ１５７、サルモ

ネラ、カンピロバクター、ノロウイルス、この４つの病原体について、安全委員会でリス

ク評価をやるかやらないかという検討が始まって、それで、多分１９年度からそのうちの

何題かについてきちんとした評価をしていこうということだろうと思うんですが、そこに

このリステリアは含まれていないんです。だから、もうちょっと日本の国としての取り上

げ方は遅いのではないか。ただ、いつまでもこういう状態ではいけないだろうと私は思っ

ております。 

○林（裕）委員 国がやらないなら、東京都がやったらいかがですか。東京都の報告書は

インパクトが国と同じぐらいあるんです。実際問題として、安全委員会がファクトシート

を出したのも、東京都が先鞭になっていると私は感じられますので、リステリアも東京都

が出されたらいいのではないか。そういうような気がします。 

○伊藤座長 非常に心強いご意見をいただいたので、よろしくお願いしたいと思います。

特に東京都は食品安全研究センター、日本でも早くからリステリアについていろいろなレ

ポートを出しています。そういう意味では基礎データはありますし、それから、全国的な

調査も、２年ほど前ですか、まとまって本になっています。そういう意味では、いろいろ

な評価ができるだろうと思っております。 

○代田委員 資料を拝見しまして、冷蔵庫の中でふえるということで、私たち、日常的に

スーパーマーケットですぐ食べられる食品、そういうものを購入して冷蔵庫の中に入れて

食べるというケースが多いものですから、乳製品だけではなくて、都民の方が比較的口に

しやすい、そういうレディ・トゥ・イートというんでしょうか、そういう食品についても

着目していただけるとよろしいのではないかと思います。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 このリステリアについては、先ほど座長の方からもご

披露いただいたのですけれども、私ども東京都では、いろいろな食品、魚介類から、もち

ろんチーズ等の乳製品、食肉製品、それから漬け物、そういったものについてこれまでに

幅広く実態調査を行っております。それで、意外と広く、いろいろな食品から検出されて

いる例があるということがわかっております。 

 ただ、座長の方からもご指摘があったとおり、国内ではなぜかあまり事故例がないとい
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うようなことで、現在私どもが実態調査を行った形で、私どもの研究機関とか、あるいは

雑誌等にそういったデータを出させていただいているという形にとどまっているのが現状

だと思います。 

○碧海委員 座長がこのＱ＆Ａ、これがとてもいい、おもしろいということで評価されて

いましたが、私も今これを読んでいまして、２ページに、安全な食品とリスクの高い食品

は何かというところを見ていて、そういう意味で非常におもしろかったんですけれども、

安全な食品の一番最後の方に、ＵＨＴ、長期保存牛乳、いわゆる日本では常温保存牛乳と

なっていますが、例えば日本の場合には、常温保存牛乳というのが店頭では冷蔵庫に入っ

て売られるんです。 

 つまり、常温保存ということの意味が全然わかっていない売られ方をしていて、しかも、

例えば牛乳は低温殺菌が一番おいしいとか、つまり、そういうことが日本の場合には非常

に思い込みというか、評価されることになっていて、この常温保存牛乳というのは、逆に

攻撃されることが多い。つまり、高い温度で殺菌しているから味が悪いとか、何か変なも

のができているとかというような意見なんかもよくあるぐらいで、そういう意味で、この

資料を見ておもしろいなと思いました。 

○伊藤座長 では、先生方、どうもありがとうございました。いろいろご意見が出ました

ので、これも踏まえながら、また事務局の方でご検討していただければと思います。 

 ３つ目の話題が、青果物中の亜硝酸塩です。これも今まで何度か話題として出されたも

のです。 

○代田委員 硝酸塩の問題は、普通に食事からとる野菜の中に天然に含まれているという

ことで、たくさんとることによってメトヘモグロビン血症ですとか、赤ちゃんに影響が出

るというような報告もあるようです。 

 このいただきました農林水産省のホームページ、とてもよく広範に、生産者から消費者

までを意識して書かれているよい資料だと感じました。特に季節による野菜に含まれる硝

酸塩の量の推移ですとか、ホウレンソウでも、露地物、ハウス物、それからサラダ用に販

売されているもの、いろいろな消費者が知りたい情報がたくさん入っています。それから、

家庭でできることということも大変ありがたい情報だなと思いました。 

 こういう形で幅広く情報を提供すると、自分で家庭菜園でつくっていらっしゃる方も、

消費者として購入する方も、大変よい情報ではないかと思います。 

○林（裕）委員 今代田先生の言われているとおりなんですけれども、ここで大事なこと
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は、硝酸塩、亜硝酸塩について実際上の問題となる人へのリスクは乳児のメトヘモグロビ

ン血症だけなんです。だけというと大げさかもしれないけれども、ただ発がんリスクに比

べるとはるかに重要です。 

 硝酸塩、亜硝酸塩による発がんリスクは、問題にならないということが、ＦＭＯ／ＷＨ

Ｏの会議で判断されています。しかし、問題が出るたびに、がんの問題がまたぶり返して

くるわけです。ですから、乳児のメトヘモグロビン血症が問題になっているのだというこ

とを強調するというようなことも大事かなと感じました。 

○伊藤座長 今野菜の食べ方で、健康志向になって、青汁という形で野菜を濃縮した形が

どんどん出てきています。ああいうふうになると、かなり含量も多くなるので、ああいう

問題はどうなっているのかなと素人ながら心配しているわけですが、そういうところで、

業者がそういうものから除去することを考えていただければ一番いいのでしょうけれども、

かなり濃縮されているのではないかなと思います。 

○林（裕）委員 どのくらい入っているものなんですか。 

○伊藤座長 何かそういうデータはございますか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 どうもなさそうです。 

○碧海委員 私も今この農水のホームページの資料を見ていて思ったんですが、これは、

関心を持ってこのページを見るとなると、結構見ごたえがあるなというか、そういう感じ

は受けたんです。ただ、最近の情報というのが、インターネットではたくさん得られるん

ですけれども、それを一体一般の人たちにどれだけ伝えられるのかというのが、これを見

ながらまた感じたところで、例えばクリックすると幾らでも情報は深まっていくんですけ

れども、これは相当大変なことでして、そういう意味で、もっと概略をわかりやすくまと

めたものを、インターネットもですが、一般の人の目にいかに触れさせるかということが

問題だなと思いました。 

 それで、私も今参加しているあるグループで、ほかの活動でやっていることなんですが、

自分たちで小冊子みたいなものを出しまして、そのときに、この情報についてもっと詳し

く知りたい人は、例えばインターネットのこのページを探せば出てきますとか、そういう

ことは必ず入れるんですけれども、その前の段階の情報をいかに出すかということが問題

だなと今感じながら見ておりました。このホームページそのものは、私も少しゆっくり見

てみようと思います。 

○伊藤座長 硝酸塩の問題はよろしいでしょうか。 
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 きょう出されましたこの３つの問題につきましては、何度か話題になったのだろうと思

います。それでは、この追加情報については一応終わりにしたいと思います。このものに

ついての事務局としての取り扱いとか、今後の方向をご説明いただければと思います。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 きょう追加情報として出させていただいた３つのテー

マは、いずれも過去に評価委員会でご検討いただきまして、さらに追加の情報を収集する、

あるいは実態等を調べるというような形で、取り扱いとしてはペンディング状態になって

いるものでございます。こういった情報をきょうご検討いただきまして、それぞれ新しい

視点、あるいはまとまった情報という形で出てきたものをまた情報として追加をしていき

たいと思っております。 

 この情報につきましては、親委員会で報告をさせていただくということでよろしいでし

ょうか。 

 それでは、そのようにさせていただきたいと思っております。 

○伊藤座長 予定といたしましては、今回検討すべきテーマはこれで一応終わりになりま

すが、事務局の方で、インターネット情報提供サイト、それの情報として、今までこの委

員会でも検討したもの、野菜等のフリーチョイス販売、それからそう菜のアレルギー表示、

ひじきの問題、この３つの資料がございますので、これは事務局の方から説明していただ

けますか。 

○渡部食品医薬品情報係長 それでは、資料の６９ページをお開きください。最初は、そ

う菜等のフリーチョイス販売に係る実態調査です。以前に検討していただいたものです。 

 ６７ページを最初にご覧ください。この３つの課題は、いずれも過去の委員会の中で情

報提供すべき情報として親委員会でご検討をいただいたものです。今回、私どもの方で資

料をインターネット上で公開するに当たりまして、今まだ案でございますが、内容を作成

しています。最終的には、３月に開催される委員会で、インターネット上で発信する情報

について、こういう形で載せますというものをお見せしてご意見を伺うつもりです。しか

しながら、本日、情報選定専門委員会委員の方々に集まっていただいていますので、この

場で、まだ内容は決して見やすくなっている部分がないものがありますが、もう少しこう

した方がいいのではないかといった意見をいただきたいと思っています。 

 したがって、実際の体裁とか、イラストなどについては、まだまだ検討途中なので、主

に基本的な構成などにご意見をいただきたいと思います。繰り返しになりますが、まだま

だ作りこみが足りませんので、３月までに事務局の方でもっともっと整理をしなければな
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りません。それから、見やすく体裁よくしなければなりません。ご意見をいただきたいと

いう趣旨で、本日、委員会に提出しました。 

 さて、そう菜等のフリーチョイス販売に係る実態調査の説明をします。この内容は、一

度ご確認いただいています。概要としては、東京都の保健所でそう菜とかパンなどについ

て、利用者が直接トング等で選択をして買うような販売形態における衛生学的な実態調査

を行ったという情報です。 

 これについては、以前から言われていることですが、中には不衛生な取り扱いのものが

あると考えられていましたが、今回の実態調査をした限りでは、そんなに汚れていないと

いう情報です。以前の委員会では、このような調査を東京都がやっているということをし

っかりＰＲをしていった方がよいというご意見がありました。掲載方法をどうするかにつ

いて難しい部分がありますが、基本的に実態調査をそのまま載せております。 

 実際にこの情報がどの場面に載るのかについて説明します。机上に配付の参考資料の６

をご覧下さい。「たべもの安全情報館」という名称ではインターネット上に入り口を設け

てあります。食べ物に関する安全性などのさまざまな情報を出すということで、昨年の評

価委員会で名称を検討していただき、現在、情報提供を行っています。 

 資料の次のページになりますが、この中で、「行政・事業者の取組み」といった項目を

設けて、その部分に掲載を考えています。よりわかりやすい資料を載せていきたいと考え

ているところです。 

 本日の会議の資料につけているのは、その中身として、実際のどういう調査をやって、

どういう結果であったのかというも掲載内容の案をつけています。対面販売されるそう菜

のアレルギー表示につきましては、資料の本編、７１ページに載せています。 

 これまで委員会では、アレルギー表示自体の制度をもうちょっと詳しく提供すべきとの

ご意見がありました。しかしながら、現段階では、実際の実態調査、取り組みをやった部

分だけを掲載しています。実際には、インターネット上の情報にリンクを張り、食品のア

レルギー表示の規制の情報、東京都が取り組んでいる様々なアレルギー物質対策に関する

情報を見ることができるような形で情報提供していくことを考えております。まだまだ資

料として十分でないが足りない部分もありますが、このようなイメージです。 

 続きまして、資料８は、ひじきに含まれるヒ素についての情報です。これについては、

どこに掲載するのかを先にお話します。もう一度、参考資料６、一番最後のページになる

と思いますが、たべもの安全情報館の「自然毒」の部分にひじきの項目を載せていくとい
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うことで今のところ考えております。 

 ひじきについて、すでに評価委員会で検討していただきましたが、適切な調理方法です

とか、そういったものを含めて情報提供していくべきとのご意見でした。事務局で既存の

情報提供の方法を考えておりましたことと、ひじき中のヒ素に関する新たな科学的知見が

提供され、それをどういうふうに反映するのかというのを含めて、ちょっと時間がかかっ

ていたところです。 

 実際には、ひじきにどれぐらいヒ素が含まれるのかはよくわかっていない部分がありま

す。したがって、そのあたりの情報が正確に載せられない状況です。このため、現段階で

わかっているもの、それから、適切な調理方法と食べ方が重要だという内容で資料をまと

めていく形になります。このような情報をインターネットで提供する予定です。 

 発端となりましたイギリスでのひじきの摂取を控える旨の勧告情報から、江東区保健所

の実態調査結果、さらにひじきの食べ方などの情報を出していこうと考えているところで

す。 

 資料の完成度が十分でないところでご意見を伺うのは恐縮でが、一応資料の説明を終り

ます。以上でございます 

○伊藤座長 きょうは３つの点をご説明いただきました。これは、まだまだこの形ではな

いということですね。それで、初めのフリーチョイスのところは調査等というのも、これ

は新しく設けるんですか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 そうです。このコンテンツの中に、新しいバナーを設

けるということです。 

○伊藤座長 それで、アレルギーのところはどういうふうな形で……。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 アレルギーも、この調査等の２番目の項目で、対面販

売されるそう菜のアレルギー表示への取り組みということで、そこのところに入れようと

思っております。 

○伊藤座長 ひじきは「自然毒」というところの項目ですね。まだこれは不十分な資料で、

私が見ても、かたいなという感じがして、これではなかなか読んでくれないのではないか

という気もするんですけれども、先生方からコメント等をいただければと思います。 

○碧海委員 先に質問なんですが、私もこのところ、また東京都のホームページをしっか

り見ていないものですから忘れちゃったんですけれども、この安全情報館にこういう情報

を載せられる場合は、頭の分類してあるところで、何か小見出しが出て、「ｎｅｗ」とか
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というのが出るんでしたっけ。 

○渡部食品医薬品情報係長 基本的には、新たなコンテンツが出た場合には、「ｎｅｗ」

という表示をつけるようにしています。現在、「たべもの安全情報館」の情報をなかなか

更新できていない状況にありますが、新たなコンテンツが加われば、安全情報館にも

「ｎｅｗ」というのが出ますし、東京都のホームページは、「食品衛生の窓」というホー

ムページがよくごらんいただいているページなんですけれども、そこにもたべもの安全情

報館に情報を新たに載せましたというお知らせを載せるような形になっております。 

○碧海委員 こういう情報というのは、つまり、中身がわかるような情報という意味です

か。ひじきについてとか、そういう小見出し的なものが……。 

○渡部食品医薬品情報係長 考え方としては、そういう形で載せようと思っています。 

○碧海委員 この安全情報館のページでも、例えば「自然毒」のところにひじきの何とか

という小見出し的なものが出て、「ｎｅｗ」と出るということでしょうか。 

○渡部食品医薬品情報係長 実際には、このたべもの安全情報館の参考６の一番表のペー

ジに、どこまで詳細な情報を載せられるのかというのは、このページ自体を全体として見

ていただけますので、新たなものが出たときに全部「ｎｅｗ」というのをつけていくとか

なりうるさくなってしまう部分もありますので、工夫が必要だと思います。 

○碧海委員 というのは、例えばそう菜の最初の情報なんかが、「行政・事業者の取組

み」というところに、たまたまそこを開いてみなければわからないというのだと、ちょっ

と不親切かなということがありますので、割合と情報が更新されたら頻繁に「ｎｅｗ」は

とれてもいいんですけれども、少なくとも新しい情報が載ったときには、中身がわかるよ

うな情報の出し方をした方がいいのかなというのが１つ。 

 それから、そう菜絡みのところで、この２つの情報でちょっと気になったのが、以前に

も申し上げましたが、消費者という言葉を都民にした方がいいんじゃないかというところ

が、７１ページの「東京都の保健所が」というところ、その後の「消費者」というところ

は、これは都民でもいいのかなというのと、６９ページの一番下では、「購入者」と言っ

ています。ですから、そういう意味で言葉の使い方みたいなものも、細かく言えばもう少

しチェックした方がいいのかなとか、フリーチョイスとかトングという片仮名語の使用に

は相当気を使っていただいて、通じているようでも通じていないという場合がありますの

で、少し丁寧過ぎるぐらいに説明していただいた方がいいかなというのが感想です。 

○渡部食品医薬品情報係長 ありがとうございます。表現はまだまだ磨かなければなりま
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せん。さらに、なるべく情報提供をするページで完結するような形で提供していくべきだ

と思いますし、言葉としても詳細な説明をした方がいいと考えますので、ご意見を参考に

変えていきたいと思いますので、ありがとうございました。 

○林（裕）委員 表現のことは、これは碧海先生とか伊藤先生にご相談いただければいい

と思いますし、それから、発表の仕方というのは、若い方のセンスはかなりいいと思いま

すので、私はお任せしたいと思います。 

 内容についても、１、２、３と３つ見て、大体よろしいと思うんです。ただ１つだけコ

メントを申しますと、３番目のひじきの問題、これは７３ページを開いていただきますと、

イギリスの勧告では、有機ヒ素よりも無機ヒ素の方が問題だと書かれています。それから、

ひじきを食べると無機ヒ素に暴露されることにもなるので食べないよう勧告するというの

がイギリスの勧告なんです。それで「ギャー！！！」ということになっているわけですけ

れども、その次の７５ページで「ほっ」ということ。これは３０分間浸漬するとヒ素量は

約５０％に減少しますというデータによります。しかし、無機も減少するのかどうかとい

うことがここには書かれていないんです。だから、データが十分ないとすれば、無機ヒ素

もかなり減少するということも含めて書いていないと下の「ほっ」にならないので、そこ

のところを追加した方がよろしいかなと。 

○渡部食品医薬品情報係長 ありがとうございます。実際に掲載するデータは、要素とし

て足りない部分があると不正確な情報になるかと思いますので、そこの部分、正確を期す

るために、もうちょっとこちらの方にも追加をして考えていきたいと思います。 

 あと、今ここに７３ページのものについては、実際の本文中以外にイラスト等で印象づ

けるようなフレーズが入っています。こういったものも我々としても作成するのが難しい

と考えます。ただし、最終的には、「たべもの安全情報館」ではなるべく安心情報をわか

りやすい形で掲載していくことを考えています。しかし、イラストなどについては、あま

りやり過ぎてしまってもいけない部分もあると思います。本日は、素案中の素案としてイ

ラストを入れており、内容の部分でさきほど林委員からお話のあった正確さを期す部分な

どについて、もう少し考えていきたいと思います。 

○林（裕）委員 絶対正確にしろというのではなくて、７３ページの英国での勧告でそう

いう問題点が提起されたでしょう。そうすると、７５ページの回答は、それに対する回答

になっていなければいけないわけです。データを正確にしろというのではなくて、問題が

提起されれば、今の場合は、その回答を適切に書くことが大事だということで、データを
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正確にしろということで物の本質から外れてしまうという報告書が随分あるので、データ

を正確にしろということは、少なくともこういう報告書については大事だけれども、それ

だけに固執してしまうということはいけない。 

○渡部食品医薬品情報係長 ありがとうございます。実際に出すデータについては、要素

として足りない部分があると不正確な情報になるかと思いますので、そこの部分、正確を

期するために、もうちょっとこちらの方にも追加をして考えていきたいと思います。 

 あと、今ここに７３ページのものについては、実際の本文中以外にイラスト等で印象づ

けるようなフレーズが入っているんですが、こういったものも我々としても難しいなと。

ただ、最終的には、たべもの安全情報館ではなるべく安心情報をそういった形で出してい

きたいなというふうには思うんですけれども、あまりやり過ぎてしまってもいけないのか

なと思っておりますし、これは本当に今素案中の素案で、こういう形で出しているんです

けれども、こういうようなイメージを使ってしまうということのよしあしというのもある

のかなと思っておりますので、今の林委員からの正確さを期す部分とか、もうちょっと考

えていきたいと思います。 

○林（裕）委員 絶対正確にしろというのではなくて、７３ページの英国での勧告でそう

いう問題点が提起されたでしょう。そうすると、７５ページの回答は、それに対する回答

になっていなければいけないわけです。データを正確にしろというのではなくて、提起さ

れた問題に対して、回答を適切に書くことが大事だということです。データを正確にする

ために本質から外れてしまう報告書になってはいけないということです。 

 日本人は、形式にこだわり過ぎる傾向があり、形式にこだわるために、本質から外れて

しまうということが結構ありますので、少なくとも東京都はそういうことになってほしく

ないということを述べたまでです。 

○渡部食品医薬品情報係長 ありがとうございます。Ｑ＆ＡのＱとＡが合っていないとい

うことだと思いますので、そこの部分の論理的な正確さについて十分気をつけたいと思い

ます。 

○代田委員 都民に提供されるときには、「浸漬水」ですとか、「吸水量」ですとか、

「溶出をみたところ」という技術的、専門的な言葉は平易な言葉に直して提供していただ

くようにお願いいたします。 

○碧海委員 賛成です。「暴露」もちょっと……。 

○伊藤座長 わかりやすいために図にあらわしたのに、逆に何だかよくわからない。７１
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ページのアレルギー品目に含む、含まないという、これを理解するのは大変だろうと思い

ます。何かグラフにしたようなとき、あまり単純化して中身が何だったのということにな

るので、その辺は……。でも、やはりわかりやすく表現するのは非常に大事ですので、数

値ばかり羅列しますと、大体消費者は飛ばして読んじゃうだろうと思いますから、図表は

非常に大事だと思うんですけれども、そこら辺をよろしくお願いします。 

○代田委員 もう１点なんですが、そう菜のフリーチョイス販売に係る実態調査のところ

で、そういう実態調査を東京都がやっているということを都民の方に示すことによって、

販売者も都民の方も関心を喚起するという目的だと思いますが、実際に対応をとっておら

れるようなところの写真のようなものが入ると、これから関心を持ってごらんになった方

がやってみようという手本になるのではないかと思うんですが、そういうことは可能でし

ょうか。 

○渡部食品医薬品情報係長 イメージとしてもあった方がということだと思いますし、私

どもが取り組んでいる取り組み状況も、最初の資料６の方の行政の取り組みの方には、監

視員風の写真が載っていますけれども、そういう取り組みがイメージとしても伝わるよう

なものというのは、できる範囲で載せていきたいと思っております。ただ、字面だけより

もそういったものもあった方がということだと思います。 

○碧海委員 トングなんかは写真が１つあればすぐわかっちゃうんです。写真でもイラス

トでもあれば。 

○伊藤座長 フリーチョイスという言葉も、初めて聞く人はかなり多いだろうと思います。

実際に自分がこういう形で購入している。それをそういう形で呼んでいるということがな

かなか意識にないだろうと思いますので、この辺はわかりやすい言葉、あるいは写真を載

せれば、これだねと理解できるだろうと思います。 

 この情報に関しては、よろしいですか。これは、これからもう少しわかりやすい言葉に

変えていただくということで、事務局の方で何かそれに対してございますか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 どうもありがとうございました。不十分な段階でお見

せしてしまったこと、本当に心苦しく思っておりますけれども、事務局で気がつかなかっ

たような点を幾つもいただきましたので、このコンテンツをもっと仕上げまして、親委員

会の方にこういったものになりましたという形で報告をさせていただきたいと思っており

ます。 

○伊藤座長 そうしますと、今度の本委員会で最終的な案が出るということですね。よろ
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しくお願いいたします。 

 今回の専門委員会ではこれで終わりですが、今後のスケジュール等を事務局の方からご

ざいましたらお願いいたします。 

○碧海委員 その前に１つだけ。恐らく事務局の方は私どもの反応を見ていらっしゃる部

分があると思うんですが、林先生が先ほど若い人たちのアイデアとかそういうのを生かし

てと言われたんですが、私は、個人的にはこの「ギャー！！！」はオーバーだと思います。

そういう意見があったということは一応聞いておいていただきたいと思うんです。見る人

の中にはいろいろな人たちがいますので、その辺は十分お考えいただきたいと思います。 

○伊藤座長 では、事務局の方、よろしくお願いします。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 いろいろご検討ありがとうございました。 

 今後のスケジュールについてご報告させていただきます。第３回の食品安全情報評価委

員会、親委員会でございますけれども、既に委員の皆様方に日程の調整をさせていただい

ております。３月下旬、具体的には３月２９日、午後２時からの開催を予定しております。

改めまして正式な開催通知は発送させていただきますけれども、このときに、今回ご検討

いただきました情報選定専門委員会からの報告、それからもう１つ、今ノロウイルス、食

中毒に関する専門委員会で検討しておりますけれども、そちらの方の報告をあわせて行っ

ていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○伊藤座長 どうもありがとうございました。 

 今回の検討はこれで最後なんですが、何かこれだけ言っておきたいというのはございま

すか。よろしいですか。 

 では、特にございませんでしたら、きょうはこれで終わりにしたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 長時間にわたり、ありがとうございました。 

午前１１時５０分 


